
 京都市老人福祉措置費徴収規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和６年５月２０日 

京都市長  松 井 孝 治   

京都市規則第   号 

京都市老人福祉措置費徴収規則の一部を改正する規則 

京都市老人福祉措置費徴収規則の一部を次のように改正する。 

 別表第２備考７を同備考９とし、同備考６中「５において」を「７において」に改め、

同備考６を同備考８とし、同備考中５を７とし、４を６とし、３を５とし、２を４とし、

１の次に次のように加える。 

２ 令和６年７月分から令和１３年６月分までの期間（以下「対象期間」という。）

の各月分の徴収額の算定に限り、階層区分がＣ階層であって市町村民税額及び所得

税額（年額）による区分（以下「税額区分」という。）がＣ１と認定された主たる

扶養義務者（令和５年７月から令和６年６月までの間における階層区分が、京都市

市税条例の一部を改正する条例（令和２年１１月２５日京都市条例第１９号）第２

条の規定による改正前の京都市市税条例第３５条第２項第３号の規定の適用を受け

ることによりＢ階層であったものに限り、対象期間において京都市市税条例第２７

条の６第６項の適用を受けることにより税額区分がＣ１と認定されたものを除く。）

に係る徴収額は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。 

⑴ 令和６年７月分から令和７年６月分までの期間 Ｂ階層の徴収額 

⑵ 令和７年７月分から令和９年６月分までの期間 １，１２５円 

⑶ 令和９年７月分から令和１１年６月分までの期間 ２，２５０円 

  ⑷ 令和１１年７月分から令和１３年６月分までの期間 ３，３７５円 

３ ２の規定は、２の規定の適用を受ける主たる扶養義務者が、対象期間内にＣ階層

以外の階層区分と認定された場合、税額区分がＣ２と認定された場合又は京都市市

税条例第２７条の６第６項の適用を受けることにより税額区分がＣ１と認定された

場合には、当該認定の翌月分以降の徴収額については、適用しない。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

（保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課） 

７


